
浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 次 第 

 

令和４年１１月２２日（火） 

１４時００分 

教 育 委 員 会 室 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の報告及び承認 

 

３ 会議録署名人の決定（黒栁委員、鈴木委員） 

 

４ 会期の決定 

 

５ 議 事 

（１）議 案 

【議決案件】 

第４５号議案 浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 
                            （教職員課） 

第４６号議案 浜松市校長及び教員育成指標の改正（案）について   （教育センター） 
第４７号議案 ※非公開      
第４８号議案 ※非公開 

 

（２）報 告 

ア 移動教育委員会「語り合おう！はままつの教育」“外国人児童生徒への支援充実に  

向けて“の意見交換結果について                 （教育総務課） 
イ 文化財サポーター事業について                   （文化財課） 

 

６ 閉 会 

 



第45号－2



第 ４ ５ 号 議 案 

令和４年１１月２２日提出 

 

浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

 

浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。 

 

教育長  宮  﨑  正 

 

浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（案） 

 

（浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正） 

第１条 浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年浜松市教育委

員会規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２０条 再任用職員以外の職員の成績率は、

当該職員の職務について監督する地位にあ

る者による勤務成績の証明に基づき、当該職

員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、

当該各号に定める割合の範囲内において、教

育委員会が定めるものとする。ただし、教育

委員会は、その所属の給与条例第３６条第１

項の職員が著しく少数であること等の事情

により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合

には、別段の取扱いをすることができる。 

第２０条 再任用職員以外の職員の成績率は、

当該職員の職務について監督する地位にあ

る者による勤務成績の証明に基づき、当該職

員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、

当該各号に定める割合の範囲内において、教

育委員会が定めるものとする。ただし、教育

委員会は、その所属の給与条例第３６条第１

項の職員が著しく少数であること等の事情

により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合

には、別段の取扱いをすることができる。 

(1) 勤務の成績が特に優秀な職員 １００

分の１１５以上１００分の１９０以下 

(1) 勤務の成績が特に優秀な職員 ６月に

支給する場合には１００分の１１５以上

１００分の１９０以下、１２月に支給する

場合には１００分の１２５以上１００分

の２１０以下 
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(2) 勤務の成績が優秀な職員 １００分の

１０３．５以上１００分の１１５未満 

(2) 勤務の成績が優秀な職員 ６月に支給

する場合には１００分の１０３．５以上 

１００分の１１５未満、１２月に支給する

場合には１００分の１１３．５以上１００

分の１２５未満 

(3) 勤務の成績が良好な職員 １００分の

９２ 

(3) 勤務の成績が良好な職員 ６月に支給

する場合には１００分の９２、１２月に支

給する場合には１００分の１０２ 

(4) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の教育委員会の定

める職員 １００分の９２未満 

(4) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の教育委員会の定

める職員  ６月に支給する場合には  

１００分の９２未満、１２月に支給する場

合には１００分の１０２未満 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第２１条 再任用職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による

勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各

号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に

定める割合の範囲内において、教育委員会が

定めるものとする。 

第２１条 再任用職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による

勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各

号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に

定める割合の範囲内において、教育委員会が

定めるものとする。 

(1) 勤務の成績が優秀な職員 １００分の

４７以上 

(1) 勤務の成績が優秀な職員 ６月に支給

する場合には１００分の４７以上、１２月

に支給する場合には１００分の５２以上 

(2) 勤務の成績が良好な職員 １００分の

４３．５ 

(2) 勤務の成績が良好な職員 ６月に支給

する場合には１００分の４３．５、１２月

に支給する場合には１００分の４８．５ 

(3) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の教育委員会の定

める職員 １００分の４３．５未満 

(3) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の教育委員会の定

める職員  ６月に支給する場合には  

１００分の４３．５未満、１２月に支給す

る場合には１００分の４８．５未満 
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２ （略） ２ （略） 

   附 則    附 則 

４ （略） ４ （略） 

  （勤勉手当の成績率に係る特例） 

 ５ 浜松市教育職員の給与に関する規則（平

成２９年浜松市教育委員会規則第１３号）

第１５条に規定する特定職員（再任用職員

を除く。次項において「特定職員」という。）、

再任用職員及び任期を定めて任用される常

勤の職員以外の職員に関する第２０条第１

項第３号及び第４号の規定の適用について

は、当分の間、これらの規定中「１００分

の９２」とあるのは「１００分の９４」と、

「１００分の１０２」とあるのは「１００

分の１０４」とする。 

（勤勉手当の成績率に係る特例）  

５ 勤勉手当の成績率については、第２０条

から第２２条までの規定にかかわらず、当

分の間、別に定める。 

６ 特定職員及び前項の規定の適用を受ける

職員以外の職員に支給する勤勉手当の成績

率については、第２０条から第２２条まで

の規定にかかわらず、当分の間、別に定め

る。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第２条 浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２０条 定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員の成績率は、当該職員の職務について

監督する地位にある者による勤務成績の証

明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに

該当するかに応じ、当該各号に定める割合の

範囲内において、教育委員会が定めるものと

する。ただし、教育委員会は、その所属の給

第２０条 定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員の成績率は、当該職員の職務について

監督する地位にある者による勤務成績の証

明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに

該当するかに応じ、当該各号に定める割合の

範囲内において、教育委員会が定めるものと

する。ただし、教育委員会は、その所属の給
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与条例第３６条第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２

号に定める成績率によることが著しく困難

であると認める場合には、別段の取扱いをす

ることができる。 

与条例第３６条第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２

号に定める成績率によることが著しく困難

であると認める場合には、別段の取扱いをす

ることができる。 

(1) 勤務の成績が特に優秀な職員 ６月に

支給する場合には１００分の１１５以上

１００分の１９０以下、１２月に支給する

場合には１００分の１２５以上１００分

の２１０以下 

(1) 勤務の成績が特に優秀な職員 １００

分の１２０以上１００分の２００以下 

(2) 勤務の成績が優秀な職員 ６月に支給

する場合には１００分の１０３．５以上 

１００分の１１５未満、１２月に支給する

場合には１００分の１１３．５以上１００

分の１２５未満 

(2) 勤務の成績が優秀な職員 １００分の

１０８．５以上１００分の１２０未満 

(3) 勤務の成績が良好な職員 ６月に支給

する場合には１００分の９２、１２月に支

給する場合には１００分の１０２ 

(3) 勤務の成績が良好な職員 １００分の

９７ 

(4) 勤務の成績が良好でない職員及び基

準日以前６箇月以内の期間において懲戒

処分を受けた職員その他の教育委員会の

定める職員 ６月に支給する場合には 

１００分の９２未満、１２月に支給する場

合には１００分の１０２未満 

(4) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の教育委員会の定

める職員 １００分の９７未満 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第２１条 定年前再任用短時間勤務職員の成

績率は、当該職員の職務について監督する地

位にある者による勤務成績の証明に基づき、

当該職員が次の各号のいずれに該当するか

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内にお

いて、教育委員会が定めるものとする。 

第２１条 定年前再任用短時間勤務職員の成

績率は、当該職員の職務について監督する地

位にある者による勤務成績の証明に基づき、

当該職員が次の各号のいずれに該当するか

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内にお

いて、教育委員会が定めるものとする。 

(1) 勤務の成績が優秀な職員 ６月に支給

する場合には１００分の４７以上、１２月

(1) 勤務の成績が優秀な職員 １００分の

４９．５以上 

4



に支給する場合には１００分の５２以上 

(2) 勤務の成績が良好な職員 ６月に支給

する場合には１００分の４３．５、１２

月 に 支 給 す る 場 合 に は １ ０ ０ 分 の   

４８．５ 

(2) 勤務の成績が良好な職員 １００分の

４６ 

(3) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の教育委員会の定

める職員 ６月に支給する場合には  

１００分の４３．５未満、１２月に支給

する場合には１００分の４８．５未満 

(3) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の教育委員会の定

める職員 １００分の４６未満 

２ （略） ２ （略） 

   附 則        附 則 

（勤勉手当の成績率に係る特例） （勤勉手当の成績率に係る特例） 

３ 浜松市教育職員の給与に関する規則（平成

２９年浜松市教育委員会規則第１３号）第 

１５条に規定する特定職員（定年前再任用短

時間勤務職員を除く。次項において「特定職

員」という。）、定年前再任用短時間勤務職

員及び任期を定めて任用される常勤の職員

以外の職員に関する第２０条第１項第３号

及び第４号の規定の適用については、当分の

間、これらの規定中「１００分の９２」とあ

るのは「１００分の９４」と、「１００分の

１０２」とあるのは「１００分の１０４」と

する。 

３ 浜松市教育職員の給与に関する規則（平成

２９年浜松市教育委員会規則第１３号）第 

１５条に規定する特定職員（定年前再任用短

時間勤務職員を除く。次項において「特定職

員」という。）、定年前再任用短時間勤務職

員及び任期を定めて任用される常勤の職員

以外の職員に関する第２０条第１項第３号

及び第４号の規定の適用については、当分の

間、これらの規定中「１００分の９７」とあ

るのは、「１００分の９９」とする。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

１ この規則は、令和４年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年 

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の 

規定は、令和４年４月１日から適用する。 

5



３ 浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教職員の人事評価に関する規則等の一部を改 

正する規則（令和４年浜松市教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の表中 

「    

  （勤勉手当の成績率に係る特例）  （勤勉手当の成績率に係る特例） 
を

 ５ （略） ３ （略） 

   」 

「    

 （勤勉手当の成績率に係る特例） （勤勉手当の成績率に係る特例）  

 ５ 浜松市教育職員の給与に関する規則（平

成２９年浜松市教育委員会規則第１３号）

第１５条に規定する特定職員（再任用職員

を除く。次項において「特定職員」という。）、

再任用職員及び任期を定めて任用される常

勤の職員以外の職員に関する第２０条第１

項第３号及び第４号の規定の適用について

は、当分の間、これらの規定中「１００分

の９２」とあるのは「１００分の９４」と、

「１００分の１０２」とあるのは「１００

分の１０４」とする。 

３ 浜松市教育職員の給与に関する規則（平

成２９年浜松市教育委員会規則第１３号）

第１５条に規定する特定職員（定年前再任

用短時間勤務職員を除く。次項において「特

定職員」という。）、定年前再任用短時間

勤務職員及び任期を定めて任用される常勤

の職員以外の職員に関する第２０条第１項

第３号及び第４号の規定の適用について

は、当分の間、これらの規定中「１００分

の９２」とあるのは「１００分の９４」と、

「１００分の１０２」とあるのは「１００

分の１０４」とする。 

に

 ６ （略） ４ （略）  

   」 

改める。 
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（第４５号議案の説明資料） 

教職員課  

 

浜松市教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 
 
（提案理由） 

人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告（令和４年９月２９日）を踏ま

えた浜松市教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、勤勉手当の成績率について

改正を行うほか所要の整備を行うものです。 
 
（改正内容） 
 １ 勤勉手当の成績率 
   条例改正による勤勉手当の支給割合の改定に伴い、勤勉手当の成績率を改定するも 

のです。 
（１）職員 

区分 

勤勉手当の成績率 

現行 
改正案 

令和４年 12 月 令和 5年度以降 

勤務成績が 
特に優秀な職員 

100 分の 115 以上 
100 分の 190 以下 

100 分の 125 以上 
100 分の 210 以下 

100 分の 120 以上 
100 分の 200 以下 

勤務成績が 
優秀な職員 

100 分の 103.5 以上 
100 分の 115 未満 

100 分の 113.5 以上 
100 分の 125 未満 

100 分の 108.5 以上 
100 分の 120 未満 

勤務成績が 
良好な職員 

100 分の 92 100 分の 102 100 分の 97 

勤務成績が 
良好でない職員 

100 分の 92 未満 100 分の 102 未満 100 分の 97 未満 

 

 （２）再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員 

区分 

勤勉手当の成績率 

現行 
改正案 

令和４年 12 月 令和 5年度以降 

勤務成績が 
優秀な職員 

100 分の 47 以上 100 分の 52 以上 100 分の 49.5 以上 

勤務成績が 
良好な職員 

100 分の 43.5 100 分の 48.5 100 分の 46 

勤務成績が 
良好でない職員 

100 分の 43.5 未満 100 分の 48.5 未満 100 分の 46 未満 

 

２ その他 

  浜松市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に合わせ、規定の表記を改 

 めるほか、浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教職員の人事評価に関する規則等の 

 一部を改正する規則の勤勉手当に関する表記を改める所要の整備を行うものです。 
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（施行期日等） 
この規則は、令和４年１２月１日から施行するものです。ただし、第２条の規定は、令

和５年４月１日から施行するものです。 

 なお、第１条の規定については、令和４年４月１日から適用するものです。 
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第 ４ ６ 号 議 案   

令和４年１１月２２日提出   

 
浜松市校長及び教員育成指標の改正（案）について 

 
浜松市校長及び教員育成指標の改正（案）を次のとおり策定する。 

 
教育長  宮  﨑   正  
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（第４６号議案の説明資料） 

教員センター  

 

浜松市校長及び教員育成指標の改正（案）について 
 
（提案理由） 

本年５月、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律（令和４年法

律第 40 号）が国会において成立し、改正後の教育公務員特例法第 22条の２第１項に基

づく大臣指針が策定されたことに伴い、浜松市校長及び教員育成指標を改正するもので

す。 
 
（改正内容） 
  別紙資料のとおり 
 
（施行期日） 

令和５年４月１日から施行するものです。 

  

 

11

教育センター
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浜松市校⻑及び教員育成指標の改正について 

            

            教育センター 

１ 趣旨 

  ・中央教育審議会答申では、令和３年１月、2020 年代を通じて実現を目指す「令和の日

本型学校教育」のなかで、実現すべき教職員の姿が示され、令和 3 年 11 月の審議まと

めには、教員免許更新制の発展的解消や新たな研修制度の在り方が示された。 

・本年 5 月、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律が国会におい

て成立し、改正後の教育公務員特例法第 22 条の 2 第 1 項に基づく大臣指針が策定され

たことに伴い、浜松市校長及び教員育成指標を改正するもの。 

 
２ 経緯（国の動向） 

（１）教育公務員特例法及び教育免許法の一部改正〔令和４年５月 18 日公布〕   

ア 研修記録の作成及び資質の向上に関する指導助言等（令和５年４月１日施行） 

  イ 普通免許状及び特別免許状の更新制に関する規定の削除等（令和４年７月１日施行） 

（２）公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針

（令和４年８月 31 日） 

     
 

３ 浜松市教員育成指標（別紙）の概要    
（１）浜松市校長育成指標 改正の方針 

  ア 目指す校長像の設定 

  イ 資質能力の項目の再整理 

  ウ 行動例の見直し 

（２）浜松市教員育成指標 改正の方針 

ア 指標の構造（観点の位置付け） 

イ 資質能力の内容     

別添資料 
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４ 主な内容 

（１）浜松市校長育成指標 

   ア 浜松市が目指す校長像の設定 

 安全・安心で持続可能な学校づくりに努める校長 

 学校や地域の強みを活かした創造的な学校経営を進める校長 

   イ 指針等をもとにした資質能力の項目の再整理 

 「学校運営体制の構築の推進」「外部人材の活用・関係機関との連携」の項目追加 

ウ 行動例の見直し 

 アセスメント能力、ファシリテーション能力を行動例に含む 

    

（２）浜松市教員育成指標 

   ア 指標の構造   

 教職員に必要な素養は、観点の基盤として２分化 

「Ａ 教育的素養」「Ｆ よりよい教育を進め・高める力」 

 「Ｄ 特別な配慮や支援を必要とする子供への対応」 

「Ｂ 学習指導」「Ｃ 生徒指導」を個別最適に行うものとして位置付け 

 「Ｅ ＩＣＴや情報・教育データの利活用」 

「Ｂ 学習指導」「Ｃ 生徒指導」「Ｄ 特別な配慮や支援を必要とする子供の対応」 

をより効果的に行うための手段として位置付け 

   イ 資質能力の内容  

 Ａ 教育的素養の要素を表記 

①豊かな人間性と社会性  ②教育への情熱・愛情 

③たゆまぬ自己改革    ④コンプライアンス 

 Ｅ ＩＣＴや情報・教育データの利活用 

基礎期から深化・貢献期までの共通の資質能力 

 

（３）その他 

   ア 幼稚園長は、校長育成指標をもとに園長補助資料を、幼稚園教諭は、教員育成指

標をもとに幼稚園教諭補助資料を活用する。 

イ 養護教諭、栄養教諭等は、教員育成指標と職固有の資質能力を示した補助資料を

活用する。 

ウ 学校事務職員は、育成指標策定の義務付けはないが、学校事務職員育成指標を作

成した。 
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資質
能力 項　　目 具体的な行動例

資質
能力 項　　目 具体的な行動例

情報収集と
実態把握

  学校の実態（児童生徒の学習・生活、保護者･
地域からの期待、地域社会の環境等）に関する
情報を収集し、課題等を把握している。

情報収集・分
析

　学校や学校を取り巻く状況に関する様々な情
報を収集し、整理・分析をしながら、課題等を的
確に把握している。

ビジョンの
構築と共有

　社会の動向や国、市の教育施策を踏まえつ
つ、学校のビジョン（目標、経営計画等も含む）を
構築し、校内外（全ての教職員、児童生徒、保護
者及び地域社会等）と共有する。

ビジョンの
構築と共有

　社会の動向や喫緊の教育課題を踏まえ、ビジョ
ン（目標、経営計画等を含む）を構築し、校内外
（全ての教職員、児童生徒、保護者及び地域等）
と共有している。

ビジョンの実現

　ビジョンを実現するための教育課程をつくり、教
育内容や時間の適切な配分、必要な人的･物的
な資源を把握し、必要に応じて外部に働き掛け
てそれらを整えている。

ビジョンの実
現

　教育課程の実施状況を的確に把握しながら、
組織的かつ計画的に教育活動の質の向上に取
り組んでいる。

ビジョンの検証

　学校全体でＰＤＣＡサイクルを確立して教育活
動に取り組むことで、ビジョンを検証しつつ、未来
創造への人づくり・市民協働による人づくりを進
める。

ビジョンの検
証

　学校全体でPDCAサイクルを確立して教育活動
に取り組むことで、ビジョンを評価・検証し、改善
を図っている。

学校運営体
制の構築と推
進

　チーム学校としての考え方を踏まえ、教職員の
役割や校内外の協力体制を明確にした校内組
織を構築し、教育活動が計画的・効果的に行わ
れる体制を推進している。

学校全体の
業務改善の
推進

　チーム学校の考え方を踏まえ、外部機関との
連携・外部人材の活用や学校業務の合理化を図
る等、教育活動が計画的・効果的に行われる体
制を構築している。

業務改善の
推進

　ICT活用による業務の効率化や適材適所の人
的配置等の合理化を図り、組織的な業務改善に
努めている。

危機管理体
制の推進

　児童生徒と教職員が、安心･安全な環境のもと
で教育活動に取り組めるように、危機管理に関
する組織的な活動を推進している。

危機管理体
制の確立と推
進

　関係法令の趣旨等を理解し、リスク・マネジメン
トの徹底及びクライシス・マネジメントを有効に機
能させることに努め、「命を守る教育」や危機管
理に関する組織的な活動を推進している。

教職員の
管理・監督

　教職員の能力・適性・勤務状況・健康状況等を
把握し、適切な指導助言を行うとともに、現場規
律を確保して信用失墜行為の根絶を推進する。

教職員の管
理・監督

　教職員の能力・適性、勤務状況・健康状態等を
把握し、適切な指導助言を行うとともに現場規律
を確保して、信用失墜行為の根絶に努めてい
る。

教育活動活
性化への体
制づくり

　より質の高い教育活動を実現するために、教
職員が意欲的に能力向上に向けて学び続けるこ
とができる体制を構築している。

教育活動活
性化への体
制づくり

　校内研修等の充実を図るとともに、教職員が主
体的・自律的かつ継続的に能力向上に向けて学
び続けることができる体制を構築している。

働きやすい
環境づくり

　教職員の間に、協働、信頼の関係、公正、公平
の姿勢・態度が定着するような環境をつくってい
る。

働きやすい
環境づくり

　教職員の勤務状況・健康状態等を把握し、メン
タルヘルスケアやハラスメント防止に努め、協働
性・心理的安全性を確保した職場環境づくりに努
めている。

教職員に対す
る理解・支援

　育成指標に示されたキャリア段階における教職
員一人一人の資質能力の現状を的確に把握し、
指導助言を行うとともに、適材適所の人材配置を
している。

教職員に対す
る理解・支援

　育成指標に示されたキャリア段階における一人
一人の資質能力の現状を把握し、職務状況の的
確な評価に基づき、具体的な指導助言を行って
いる。

実態の発信と
市民協働意
識の強化

　様々な方法、機会を用いて、教育活動の成果と
課題を発信し、家庭･地域社会からの信頼感と協
働して人づくりを進める意識を強化する。

協働意識の
醸成

　様々な方法・機会を捉えて、教育活動の成果と
課題を発信し、家庭や地域からの信頼を得るとと
もに、協働意識の醸成に努めている。

「地域とともに
ある学校」づく
り

　地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と
一体となって子供たちを育む「地域とともにある
学校」づくりを推進する。

「地域とともに
ある学校」づく
り

　学校運営協議会（コミュニティ・スクール）等を
通して、学校の課題等やビジョンを家庭や地域と
共有し、「地域とともにある学校」づくりを推進して
いる。

外部人材の
活用・関係機
関との連携

　積極的に社会と関わり、多様な外部人材の活
用を図った教育活動の推進するとともに、関係機
関等と適切に連携し、課題解決につなげている。

浜松市校長育成指標　新旧対照表

現行 新

管
理
運
営
力

管
理
運
営
力

人
材
育
成
力

人
材
育
成
力

連
携
協
働
力

連
携
協
働
力

学
校
経
営
力

学
校
経
営
力

資料 1
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①　豊かな人間性と社会性
・子供や同僚、保護者、地域住民と良好な人間関係を築くた
めのコミュニケーション能力を身に付けている。【コミュニケー
ション】
・一人一人の多様性を認め尊重する人権意識を持っている。
【多様性の尊重】

 ②　教育への情熱・愛情
・教育に対する意欲や情熱、子供への深い教育的愛情を持っ
ている。【情熱・愛情】

③　たゆまぬ自己改革
・常に変化を受け止め、探究心を持ちつつ自律的かつ継続的
に学び続け、新しい知識・技能の習得に努めている。【自己研
鑽、高度な知識・技能、実践的指導力】
・「ワーク・ライフ・バランス」を良好に保ち、心身ともに健康的
で職務に専念できるよう自己管理に努めている。【自己管理】

④　コンプライアンス
・教育公務員としての使命感や責任感を自覚し、高い倫理観
を持っている。【法令遵守、使命感、責任感、倫理観】

【養成期】
特別な配慮を必要とする子供の支援について理解する。

【養成期】
・特別な配慮や支援を必要とする子供の特性や支援方法に
ついて理解する。

【基礎期】
先輩教員の助言を得ながら個別の教育支援計画を作成し、
それに基づいて適切な支援・指導を行う。

【基礎期】
・障害の特性についての理解を深め、教育的ニーズを把握す
るとともに、合理的配慮について考える。
・専門性の高い教員の助言を得ながら、個別の教育支援計
画や個別の指導計画を作成し、支援・指導を行う。

・不登校児童生徒、外国人児童生徒等への支援について理
解する。

【向上期】
校内組織や関係機関等との連携を推進することで、より効果
的な支援・指導を行う。

【向上期】
・校内組織や関係機関等との連携を推進し、より効果的な支
援・指導を行う。

【充実・発展期】
特別な配慮を必要とする子供に対する支援･指導について、
組織においてリーダーシップを発揮する。

【充実・発展期】
・特別な配慮を必要とする子供に対する支援・指導について
の専門性を高め、校内組織においてリーダーシップを発揮す
る。

【深化・発展期】
関係機関等と連携して子供を支援する体制を確立する。ま
た、校内組織等に対し、適切な指導・助言を行う。

【深化・発展期】
・関係機関等と連携して、支援体制の構築に参画する。また、
関係教職員に対し、適切な指導・助言を行う。

【養成期】
・ICTを用いた指導や校務について理解する。
・情報活用能力（情報モラルを含む）を育成するための指導
法について理解する。

【基礎期～深化・貢献期】
・教材研究・指導の準備・評価・校務等にＩCＴを効果的に活用
する。
・各教科等の指導において、単元の中で計画的にICTを活用
して指導する。
・子供の情報活用能力（情報モラルを含む）を育成するため
に「浜松市情報活用能力育成目標」に基づいて指導を行う。
・一人一人の力を最大限に引き出すきめ細やかな支援を行う
ために、様々な教育データを蓄積・分析・利活用する。

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）等を通して学校の課題や
ビジョンを地域と共有するとともにや「地域とともにある学校」の具
現に向けたさまざまな教育活動や多くの保護者、地域住民の参画

を推進している。

浜松市教員育成指標　新旧対照表

現行 新

Ｄ
　
特
別
な
配
慮
や
支
援
を
必
要
と
す
る
子
供
へ
の
対
応

Ｅ
　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
情
報
・
教
育
デ
ー

タ
の
利
活
用

教
育
的
素
養

Ａ
　
教
育
的
素
養

教職人生を通して、豊かな人間性、教育に対する情熱・誇り、
教育的愛情、教育者としての使命感の維持・向上を図りなが
ら、たゆまぬ自己改革に努めている。

Ｂ
　
子
供
と
関
わ
る
力
　
③
発
達
支
援
教
育

資料２
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資質
能力

連
携
協
働
力

協働意識の醸成
　様々な方法・機会を捉えて、教育活動の成果と課題を発信し、家庭や地域からの信
頼を得るとともに、協働意識の醸成に努めている。

「地域とともにある学
校」づくり

外部人材の活用・
関係機関との連携

　積極的に社会と関わり、多様な外部人材の活用を図った教育活動の推進するととも
に、関係機関等と適切に連携し、課題解決につなげている。

　学校運営協議会（コミュニティ・スクール）等を通して、学校の課題等やビジョンを家
庭や地域と共有し、「地域とともにある学校」づくりを推進している。

管
理
運
営
力

学校運営体制の
構築と推進

　チーム学校としての考え方を踏まえ、教職員の役割や校内外の協力体制を明確に
した校内組織を構築し、教育活動が計画的・効果的に行われる体制を推進している。

業務改善の推進
　ICT活用による業務の効率化や適材適所の人的配置等の合理化を図り、組織的な
業務改善に努めている。

危機管理体制
の確立と推進

　関係法令の趣旨等を理解し、リスク・マネジメントの徹底及びクライシス・マネジメント
を有効に機能させることに努め、「命を守る教育」や危機管理に関する組織的な活動
を推進している。

教職員の管理・監督
　教職員の能力・適性、勤務状況・健康状態等を把握し、適切な指導助言を行うととも
に現場規律を確保して、信用失墜行為の根絶に努めている。

人
材
育
成
力

教育活動活性化
への体制づくり

　校内研修等の充実を図るとともに、教職員が主体的・自律的かつ継続的に資質能
力向上に向けて学び続けることができる体制を構築している。

働きやすい
環境づくり

　日常のコミュニケーションを通して信頼関係を築くとともに、メンタルヘルスケアやハ
ラスメント防止に努め、協働性・心理的安全性を確保した職場環境づくりを推進してい
る。

教職員に対する
理解・支援

　育成指標に示されたキャリア段階における一人一人の資質能力の現状を把握し、
職務状況の的確な評価に基づき、具体的な指導助言を行っている。

ビジョンの実現
　教育課程の実施状況を的確に把握しながら、組織的かつ計画的に教育活動の質の
向上に取り組んでいる。

ビジョンの検証
　学校全体でPDCAサイクルを確立して教育活動に取り組むことで、ビジョンを評価・
検証し、改善を図っている。

浜松市校長（園長）育成指標（案）　

項　　目 具体的な行動例 

学
校
経
営
力

情報収集・分析
　学校や学校を取り巻く状況に関する様々な情報を収集し、整理・分析をしながら、課
題等を的確に把握している。

・　安全・安心で持続可能な学校づくりに努める校長
・　学校や地域の強みを活かした創造的な学校経営を進める校長

校長に求められる専門的力量

ビジョンの構築
と共有

　社会の動向や喫緊の教育課題を踏まえ、ビジョン（目標、経営計画等を含む）を構
築し、校内外（全ての教職員、児童生徒、保護者及び地域等）と共有している。

浜松市が目指す校長像

資料 ３
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0 段階 4 段階

養成期（大学） 深化・貢献期（21年～）

  社会人になる自覚を持つとともに、求められる
資質の基盤を形成しようと努める。

         学校運営上重要な役割を担い、他の職員への指導・ 助言
      など指導的役割や、学校や地域の教育力向上に貢献できる
     力を付ける。

●先生のたまご講座　●赴任前講座 ●キャリアデザイン研修

Ｂ０ Ｂ４

①②③
　全教職員によるカリキュラム・マネジメントを推進できるよ
うに組織の体制を活性化する。

Ｃ０ Ｃ４

D０ Ｄ４

・　特別な配慮や支援を必要とする子供の
特性や支援方法について理解する。

　

・　関係機関等と連携して、支援体制の構築に参画する。
また、関係教職員に対し、適切な指導・助言を行う。

E０ E４

・　ICTを用いた指導や校務について理解
する。
・　情報活用能力（情報モラルを含む）を
育成するための指導法について理解す
る。

Ｆ０ Ｆ４

①
　経営方針を受け、学校運営について、ビジョンの構想や
プランの構築に参画する。

②
　様々な教育活動での危険・危機を予測し、未然防止や抜
本的改善、再発防止を組織的に推進する。

③
　学校教育目標達成のために、組織の特性を見極め、組
織力を高める指導・助言を行う。

④
　家庭、地域、関係機関等とのネットワークを形成し、環境
の整備や指導･助言等を行い、連携・協働ができる組織体
制の構築を推進する。

 

③
　組織の一員として、与えられた役割について報告･連絡･
相談を行うとともに、諸課題について、組織として迅速に対
応する。

④
　家庭、地域、関係機関等と積極的に関わり、連携・協働し
た教育活動を行う。

④
　家庭、地域、関係機関等との関わりを深め、連携・協働し
た教育活動を行う。

③
　求められている役割を理解して積極的に対応する。

④
　リーダーシップを発揮し、家庭、地域、関係機関等との
ネットワークを形成する。

・　学級経営の仕組みと効果的な方法を
理解する。

・　危機管理や事故対応を含む学校安全
の必要性について理解する。
　
・　教職の意義、教員の役割・資質能力・
職務内容等について理解する。
　
・　多様な人材と連携・分担し、チームとし
て組織的に諸課題に対応することの重要
性を理解する。
　
・連携･協働による開かれた学校づくりの
意義を理解する。

①
　学級担任の役割と職務内容について理解し、学級経営
方針を策定し、実践する。

①
　学校教育目標と教育計画を踏まえて、学年経営、学級経
営及び教科等の経営方針を策定し、実践する。

①
　学校教育目標の実現に向けて指導の重点を定め、教育
活動の活性化を図る。

②
　危機管理の重要性を理解し、安全指導・安全管理をす
る。

②
　様々な教育活動での危険・危機について把握し、課題に
応じて指導するとともに環境を整備する。

②
　様々な教育活動での危険・危機を予測し、未然防止を図
るとともに、早期発見、早期対応に努める。

③
　組織のリーダーとして、互いのよさを認め合い、主体的に
学校運営に参画する。

Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３

Ｄ　特別な配慮や支援を必要
  とする子供への対応

D１ D２ D３

・　障害の特性についての理解を深め、教育的ニーズを把
握するとともに、合理的配慮について考える。
・　専門性の高い教員の助言を得ながら、個別の教育支援
計画や個別の指導計画を作成し、支援・指導を行う。

・　不登校児童生徒、外国人児童生徒等への支援につい
て理解する。

　
　
・　校内組織や関係機関等との連携を推進し、より効果的
な支援・指導を行う。

　

・　特別な配慮を必要とする子供に対する支援・指導につ
いての専門性を高め、校内組織においてリーダーシップを
発揮する。

E２ E３

・　教材研究・指導の準備・評価・校務等にＩCＴを効果的に活用する。
・　各教科等の指導において、単元の中で計画的にICTを活用して指導する。
・　子供の情報活用能力（情報モラルを含む）を育成するために「浜松市情報活用能力育成目標」に基づいて指導を行う。
・　一人一人の力を最大限に引き出すきめ細やかな支援を行うために、様々な教育データを蓄積・分析・利活用する。

E１

②
　 「主体的・対話的で深い学び」を実現する中で、子供の
発言や机間指導等により、理解度を確かめながら授業を
実践するとともに、評価規準により子供の学びを評価す
る。

②
　　「個別最適な学び」「協働的な学び」を充実する中で、子
供の発言や反応に対応して授業を実践するとともに、適切
な評価を行う。

③
　日々の授業実践を振り返り、自身の課題を把握・分析し、
授業改善を図る。

③
　自ら課題意識を持ち、進んで授業を参観したり、公開した
りすることで、学んだことを授業改善に活かす。

①②③
　カリキュラム・マネジメントについて理解を深める。

①②③
　カリキュラム・マネジメントの推進を図る。

①②③
　組織のリーダーとして、カリキュラム・マネジメントの推進
を図る。

教育センターにおける主な研修 ●初任者研修　●２年目研修　●３年目研修 　　　　　　　　　　　　　　　　　●６年目研修　　　　　　　　　●中堅教諭等資質向上研修

Ａ
・
F
を
基
盤
に

Ｅ
を
手
段
と
し
て

　・　常に変化を受け止め、探究心を持ちつつ自律的かつ継続的に学び続け、新しい知識・技能の習得に努めている。　【自己研鑽、高度な知識・技能、実践的指導力】

　・　子供や同僚、保護者、地域住民と良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力を身に付けている。　【コミュニケーション】

　・　一人一人の多様性を認め尊重する人権意識を持っている。　【多様性の尊重】

　・　教育に対する意欲や情熱、子供への深い教育的愛情を持っている。　　【情熱・愛情】

Ｂ２ Ｂ３

・　子供の発達を踏まえた学習を支える指
導について基本的な考え方を理解する。

・　授業の目標や内容、学習評価の考え
方について理解する。

・　学習指導の方法（基礎的な学習指導理
論、授業設計、指導技術等）について理解
する。

・　カリキュラム・マネジメントの意義や重
要性について理解する。

①
　学習指導要領を基に、各教科等の特質を理解し、本時の
目標・指導・評価が一体となった学習計画を立てるととも
に、先輩教員の助言を得ながら単元計画や評価計画を立
てる。

①
　子供の実態を踏まえ、付けたい力を明確にするとともに、
見方・考え方を意識し、見通しを持った単元計画や評価計
画を立てる。 ①②③

　子供の実態や地域の特色を生かした授業を実践するとと
もに適切な評価・支援を行う。

　

①②③
　自身の専門性を磨くとともに、校内研修の充実を図り、若
手教員等に適切な指導・助言を行い、学校の授業力向上
を牽引する。

①②③
　子供の実態や地域の特色を生かした模範となる授業を
実践するとともに適切な評価・支援を行う。
　

①②③
　若手教員や中堅教員の授業力向上や学校教育目標達
成に貢献する。

　・　　「ワーク・ライフ・バランス」を良好に保ち、心身ともに健康的で職務に専念できるよう自己管理に努めている。　【自己管理】

　・　教育公務員としての使命感や責任感を自覚し、高い倫理観を持っている。　【法令遵守、使命感、責任感、倫理観】

Ｃ３

・　子供の心身の発達について理解する。

・　生徒指導や教育相談の意義、重要性
等について理解する。

・　生徒指導や教育相談の進め方につい
て理解する。
　
・　キャリア教育の理論及び方法について
理解する。

①
　子供の内面を共感的に理解し、先輩教員等の助言を得
ながら、一人一人の教育的ニーズに応じた支援・指導を行
う。

①
 　子供を取り巻く環境を的確に把握した上で子供理解を深
め、他の教職員や関係機関等と連携を図りながら、自己実
現（自分らしさ）につながっていくよう適切な支援・指導を行
う。 ①②

　個や集団に対する支援・指導について、組織において
リーダーシップを発揮する。

Ｄ
を
視
点
に

浜松市教員育成指標（教頭、主幹教諭、教諭、幼稚園教諭、養護教諭、栄養教諭等）　（案）

浜松市が目指す教職員の姿 愛情と情熱を持ち続ける教職員　　　　　　専門性と指導力を磨き続ける教職員

キャリア段階（経験年数(目安））

1 段階 2 段階 3 段階

基礎期（１～３年） 向上期（４～10年） 充実・発展期（11～20年）

　        教育活動に必要な基礎的な知識及び指導技術を習得し、
       組織の一員として行動する実践的指導力を付ける。

　    学習指導や生徒指導の専門的な知識及び技能を習得し、
    自立した教員として学校運営の一翼を担う力を付ける。

　            学校運営・経営等に関する知識及び技能を習得し、
            自身の得意分野の伸長を図るとともに、リーダーとして
            学校運営のための調整力を付ける。

Ｂ１

　①　授業構想

　②　指導技能

　③　省察

①②
　教職員相互で生徒指導に関する情報の共有化・指導の
一体化が図られるように、組織の連携を強化する。②

　子供は集団との関わりの中でより成長することを理解し、
先輩教員等の助言を得ながら規律と温かさがある望ましい
集団づくりを行う。

②
　子供同士が高め合おうとする集団へ成長することができ
るように、他の教職員と連携を図りながら、適切な支援･指
導を行う。

C　子供と関わる力 Ｃ１ Ｃ２

　①　児童生徒理解

　②　生徒指導

求
め
ら
れ
る
資
質
能
力

　①　経営能力

　②　危機管理（情報管理を含む）

　③　組織力

　④　家庭・地域等との連携・協働

  ①　豊かな人間性と社会性

  ②　教育への情熱・愛情

  ③　たゆまぬ自己改革

  ④　コンプライアンス

Ｅ　ICTや情報・教育データの利活用

Ａ　教育的素養

Ｆ　よりよい教育を進め、高める力

　

B　授業を創る力

資料４

19



移動教育委員会「語り合おう はままつの教育」 

“外国⼈児童⽣徒への⽀援充実に向けて“の意⾒交換結果について 
 

教育総務課 
 

１.意見交換で抽出された課題 

（１）外国人児童生徒への人的支援及び取り出し指導における設備・機器が不足している。 

（２）江南教室の在籍期間延長や、教室設置場所または通学方法の検討が必要である。 

（３）外国人児童生徒の進学・進路に対する支援の充実が必要である。 

 

２.課題に対する主な意見・対応策 

   ※参考 意見交換のグループ 

  Ａ：教育長、Ｂ：安田委員、Ｃ：黒栁委員、Ｄ：田中委員、Ｅ：神谷委員、Ｆ：鈴木委員 

（１）外国人児童生徒への人的支援及び取り出し指導における設備・機器が不足している。 

 意見 ※A～Fは意見がでたグループ 現状及び対応案 担当課 

① 

通訳・支援員の派遣回数が少ない。 

特に在籍人数に対してベトナム人

への支援が不足している。 

（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ） 

言語能力が不十分な就学して２年以内の児

童生徒に対し、通訳・支援員を派遣してい

るが、より困難度の高い子供への支援を優

先しており、すべての外国人児童生徒へ通

訳・支援員を派遣できない状況である。 

また、ベトナム語の支援員は現在 4人だが

新たな支援者の確保が困難であることか

ら、ポケトークや動画の活用等の支援充実

に努めている。 

指導課 

② 
日本語・学習支援を行う委託者と

の連携が図られていない。（Ａ） 

委託者は、80時間程度の日本語基礎指導（取

り出し及び授業への入り込み支援）の指導

記録を学校に提出している。記録を基に日

本語の定着度や学習への取組状況等を把握

し校内支援につなげるよう指導していく。 

指導課 

③ 

外国人児童生徒の支援に使用する

部屋が他支援と共用であり、教室

が不足している。（Ａ） 

支援対象人数の変動や地域事情等を考慮

し、学校施設整備適正化推進本部での協議

において設置方針を定めている。 

①在籍人数 18人以上の学校 

⇒多目的室の 1つを占有教室として使用。 

②在籍人数 18人未満の学校 

⇒多目的室を校内で兼用。 

教育 

施設課 

報告ア 

1



④ 

外国人児童生徒の取り出し学習を

行う支援教室の整備（エアコン・

大型ＴＶなど）が必要（Ｆ） 

上記③設置方針を踏まえ、今後多目的室の

適正配置や、教室同等の設備整備を進めて

いく予定である。 

教育 

施設課 

意見 ※A～Fは意見がでたグループ 現状及び対応案 担当課 

⑤ 
タブレット端末の持ち帰りを可能

としてほしい。（Ａ） 

緊急時に備えた持ち帰り訓練や、やむを得

ず学校に登校できない児童生徒等、学びの

保障手段の一つとして学校長の判断により

持ち帰りは可能としている。 

教育 

施設課 

⑤ 
教科指導員のタブレット端末が配

備されていない。（Ｆ） 

教育委員会で定める PC 等配備基準では、

「外国人児童生徒教科指導員」に対して共

有機（2 人に 1台）を配備している。また、

Chromebook の予備機を教職員が使用するこ

とも可能である。 

教育 

施設課 

⑥ 

災害時等、さくら連絡網の緊急連

絡用翻訳テンプレートが必要であ

る。（Ｂ） 

全校共通の標準的な緊急連絡用テンプレー

トを作成する。 

ただし、災害時は学校ごとに状況が異なる

ことが想定されるため、すべてのケースに

対応できるとは限らない。 

健康 

安全課 

 

（２）江南教室の在籍期間延長や、教室設置場所または通学方法の検討が必要である。 

 意見 ※A～Fは意見がでたグループ 現状及び対応案 担当課 

① 

江南教室を卒業した後のギャップ

が大きいため、在籍期間の延長は

できないか。 

（Ｂ） 

江南教室は、生活に必要な言語や学び方の

素地を身に付けるなど、在籍校における適

応を目的としていることから、期間の延長

は現時点では考えていない。 

指導課 

② 

江南教室への送迎は保護者負担で

ある。通学費の支援はできないか。

（Ｅ） 

今後、計画的に初期日本語指導拠点校を増

設し、通級エリアを整えることで保護者負

担を軽減していく。 

指導課 
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③ 

市内の各地域から通学しやすいよ

う中心地に教室を設置できない

か。（Ｃ） 

今後も編入生徒の増加が予想されることか

ら、部内各課と連携し、通級のしやすさを

条件の一つとした開設場所を検討する。 

指導課 

 

（３）外国人児童生徒の進学・進路に対する支援の充実が必要である。 

 意見 ※A～Fは意見がでたグループ 現状及び対応案 担当課 

① 

作文指導やふりがなのないテスト

など、受験を踏まえた支援が必要

である。 

（Ｃ・Ｅ） 

外国人生徒枠を設けている高校があること

や、ルビ付き問題による受験は可能である

ことから、受験対策に限らず生徒の理解度

や習熟度に応じた校内支援が重要であると

考えている。 

指導課 

② 

進路指導において、受験に対する

文化が異なるため、保護者に理解

を得ることが難しい。（Ｂ・Ｅ） 

早期段階から進路情報を保護者に発信して

いく必要があると考えており、毎年「進路

について語る会」を開催している。 

高校教育制度の説明やロールモデルの講話

など、中学生だけでなく小学生とその保護

者の参加も可能としている。 

指導課 

③ 

外国人児童生徒が、将来に希望が

もてるような取組が必要である。

社会で働く外国人ロールモデルの

姿を早期に知ることが重要ではな

いか。（Ｂ） 

ライフコース（成長の道筋）を見据え、市

内・県西部で働く外国人と触れ合う機会を

つくる、「ロールモデル派遣事業」を実施し

ている。外国人ロールモデルの姿を通して

将来に夢や希望をもって生きていくことが

できるよう今後も支援していく。 

指導課 
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文化財サポーター事業について 
市民部文化財課 

 

１ 浜松市文化財サポーターの登録開始について 

（１）概要 

・高校生世代以上で文化財に興味を持ち、市内での活動を自らの意志でできる人を対象

に文化財サポーターを募集し、登録する。 

・旧来の文化財防災ボランティア養成を発展的に解消し、大規模災害時に限らず、日常

的に文化財保護に取り組む担い手の育成を進める。また、市が行うイベント等の普及

活動への支援や、文化財に関する情報発信にも期待。地域全体で文化財保護に取り組

む体制を整えるための第一歩とする。 

（２）登録開始日および登録方法 

   令和４年 12 月１日（木）から 

   市ホームページから入力または登録申込書を直接、郵送、ＦＡＸで文化財課へ 

 

２ 文化財サポーターガイダンス講座の開催について 

（１）概要 

  ・浜松市文化財サポーター制度のガイダンス(制度の説明など)と浜松市の文化財を取り

巻く状況などをより深く理解するための講演会を実施する。 

（２）内容 

・文化財サポーター制度および浜松市文化財保存活用地域計画の概要について 

・講演会「市民が支える文化財－その保存と活用の未来－」宗田好史 関西国際大学教授 

・日時 令和５年１月８日（日） 13：30～16：00 

・会場 浜松市地域情報センター（浜松市中区中央一丁目 12－７） 

・対象 文化財サポーターに興味がある人（未登録者も可） 

・定員 100 人（応募多数の場合は抽選） 

・申込方法 インターネットまたは往復はがきにて。令和４年 12月 20 日（火）必着 

 

３ 文化財サポーター向け講座・学習会について 

（１）概要 

知識・技能のレベルアップを図るとともに、文化財に関わる様々な機会と、その情報、

交流の場を提供するため、文化財サポーター登録者を対象とした講座・学習会を開催す

る。 

（２）内容 

・文化財救済ボランティア講座 

静岡県の文化財等救済支援員制度と連携して、大規模災害時の文化財救済活動とそれ

に携わる文化財防災ボランティアを育成する講座を開催する。定員30人程度。全２回。 

・歴史文化学習会 

地域に所在する文化財を継承していく機運を高めるため、その歴史文化を学ぶ学習会

を開催する。定員 30 人程度。全２回。 
 

報告イ 


